
豊橋市

みんなで豊橋市の公共交通を支え育んでいきましょう

豊橋市の公共交通をともに支え育む条例
平成29年3月29日条例第18号

　（目的）
第１条　この条例は、本市における公共交通に関する施策について、基本理念
及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに市、市民、事業者及び
公共交通事業者の責務等を明らかにすることにより、市、市民、事業者及び公
共交通事業者が、ともに都市交通体系の構築を推進し、もって公共交通の維
持及び活性化を図ることを目的とする。
　（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め
るところによる。
（1）　公共交通　市民の日常生活若しくは社会生活における移動又は本市
を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交通機関で
あって、公共交通事業者が本市の区域内において運行するものをいう。

（2）　市民　市内に居住、通勤又は通学をしている者をいう。
（3）　事業者　市内で事業を行う法人その他の団体又は事業を行う場合に
おける個人をいう。

（4）　公共交通事業者　事業者のうち、次に掲げる者をいう。
ア　軌道法（大正10年法律第76号）第４条に規定する軌道経営者
イ　道路運送法（昭和26年法律第183号）第９条第１項に規定する一般乗
合旅客自動車運送事業者（専ら高速自動車国道法（昭和32年法律第79
号）第４条第１項に規定する高速自動車国道を利用して、都市間の旅客の
運送を行うものを除く。）及び道路運送法第９条の３第１項に規定する一般
乗用旅客自動車運送事業者

ウ　鉄道事業法（昭和61年法律第92号）第７条第１項に規定する鉄道事業
者（旅客の運送を行うものに限る。）

　（基本理念）
第３条　公共交通の維持及び活性化は、拠点を中心にまとまりのある市街地を
形成する集約型都市構造を交通面から実現するため、過度に自家用車に頼る
ことなく生活及び交流ができる都市交通体系を構築することを基本として行わ
なければならない。

２　市、市民、事業者及び公共交通事業者は、将来にわたって安全で安心な公
共交通を維持し、及び活性化させることが集約型都市構造を交通面から実現
するために必要不可欠であるという認識の下、それぞれの責務又は役割を担
い、及び相互に連携し、公共交通をともに支え育まなければならない。
　（市の責務）
第４条　市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、市
民、事業者及び公共交通事業者の参画及び協働の下、公共交通の維持及
び活性化を可能とするまちづくりの推進を図るため、公共交通の利便性の向
上、維持及び利用促進に関する施策を立案し、実施するものとする。

２　市は、前項の施策を実施するに当たっては、市民、事業者、公共交通事業
者、周辺市町村及び公共交通事業者が組織する団体その他の関係機関の
理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めるものとする。
　（市民の役割）
第５条　市民は、基本理念にのっとり、公共交通への理解及び関心を深めるとと
もに、過度に自家用車に頼ることなく、公共交通を積極的に利用するよう努め
るものとする。

２　市民は、市、事業者及び公共交通事業者が実施する公共交通の維持及び
利用促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
　（事業者の役割）
第６条　事業者は、基本理念にのっとり、事業活動に伴う移動又は従業員の通
勤における公共交通の利用を促進するとともに、従業員に対し、過度に自動車
に頼らない意識の変化を促すよう努めるものとする。

２　事業者は、市、市民及び公共交通事業者が実施する公共交通の維持及び
利用促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
　（公共交通事業者の責務）
第７条　公共交通事業者は、基本理念にのっとり、市民及び事業者の意向を十
分に把握し、効率的な事業運営に反映させるよう努めるものとする。

２　公共交通事業者は、その社会的な役割を認識した上で、公共交通の利便性
を向上させるとともに、市、市民及び事業者に対し、公共交通の利便性の向上
に関する情報を積極的に提供することにより、その利用を促進するよう努める
ものとする。

３　公共交通事業者は、市、市民及び事業者が実施する公共交通の維持及び
利用促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
　（基本施策）
第８条　市は、市民、事業者及び公共交通事業者との連携により、次に掲げる
基本施策を推進しなければならない。
（1）　過度な自家用車の利用からの転換についての意識改革に関すること。
（2）　利便性が高く、機能的な公共交通ネットワークの形成に関すること。
（3）　公共交通の利用者が、安全かつ円滑で快適な乗降等を行うことができ
る環境の整備に関すること。

（4）　各公共交通間及び公共交通と自転車又は自家用車等が安全かつ円
滑で快適に乗換えできる環境の整備に関すること。

（5）　公共交通の運行が困難な地域における移動手段の確保に関すること。
（6）　公共交通に係る技術革新の調査及び導入に関すること。
（7）　まちづくりと連携した公共交通に係る施策の実施に関すること。
　（市職員の責務）
第９条　市職員は、業務に伴う移動又は通勤においては、過度に自動車に頼る
ことなく、公共交通を積極的に利用するよう努めるものとする。
　　　附　則
　この条例は、平成29年４月１日から施行する。

豊橋市の
公共交通を
ともに支え
育む条例

今、そして未来の公共交通を支えるのは私たちです。
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あなたのまちの
公共交通を失うことに…?!

　コンビニエンスストアなど、近所への移動にも自家用車の利
用が増えており、自家用車への依存が高まっています。

　「豊橋市の公共交通をともに支え育む条例」を平成29年３月に制定しました。
　公共交通は私たちが豊かで快適に生活し、自由な交流をするための大切な手段です。そのような公共交通を“ともに支え育む”
とはどういうことでしょうか?
　まずは豊橋市の公共交通の現状について知ることから始めてみましょう。

自家用車依存の高まり

◆公共交通の維持及び活性化は、拠点を中心にまとまりのある市街地を形成する集約型都市
構造を交通面から実現するため、過度に自家用車に頼ることなく生活及び交流ができる都市
交通体系を構築することを基本として行わなければならない。

◆市、市民、事業者及び公共交通事業者は、将来にわたって安全で安心な公共交通を維持し、
及び活性化させることが集約型都市構造を交通面から実現するために必要不可欠であるとい
う認識の下、それぞれの責務又は役割を担い、及び相互に連携し、公共交通をともに支え育ま
なければならない。

移動の足を失ってしまったら、通勤、
通学、買物、通院等の日常生活に
必要な移動や気軽なおでかけがで
きなくなってしまうかもしれません。

　モータリゼーションの進展や自家用車への過度な依存、人口
減少などにより公共交通の利用者が減少しています。今後、利
用者が一層減少すると路線の存続や、現在のサービス水準の
維持が困難になることが予想されます。

　私たちの公共交通を存続させるためには、交通手段を自家用車に過度に依存している現状と、今後さらに依存
が進む傾向にあることを踏まえ、過度に自家用車に頼らないような意識へ変えていくことが必要です。
　また、今後の社会情勢の変化や公共交通事業者がおかれている厳しい経営状況を踏まえ、市、市民、事業者、
公共交通事業者が一体となって公共交通を維持・活性化させることが必要です。

　“ともに支え育む”とは、みんなで一緒に公共交通を維持・活性化することです。

公共交通利用者の減少

豊橋市の公共交通を
ともに支え育むとは

市民1人ひとりが公共交通への理解と関心を深め、
みんなで公共交通を維持・活性化させましょう！

負のスパイラルから　　　　　　　脱却するためには

　本市の公共交通に関わる市、市民、事業者、公共交通事業者がそれぞれの責務や役割を認識し、みんなで連携して交通面
からまちづくりを推進することにより、市民の大切な交通手段である公共交通を維持し、活性化していきます。

豊橋市の公共交通をともに支え
育むための私たちの役割

条例の基本理念

■ 公共交通利用者数の推移
ー 渥美線
ー 路面電車
ー 路線バス
ー 法人タクシー

◆公共交通への理解と関心を
深めるよう努める。

◆過度に自家用車に頼ることなく、公共交通
を積極的に利用するよう努める。

◆利用者等のニーズを把握し、効率的な
事業運営に反映させるよう努める。

◆公共交通の利便性を向上させるよう努める。

◆市、市民、事業者に対し公共
交通の利便性の向上に関
する情報を積極的に提供
することにより、その利用を
促進するよう努める。

市の責務 市民の役割

◆事業活動や従業員の通勤に公共交通
の利用を促進するように努める。

◆従業員に対し過度に自動車に頼らない
意識の変化を促すよう努める。

事業者の役割 公共交通事業者の責務

普段の
移動について

振り返ってみよう！

公共交通を使うと
健康にもよいね！

私たちの
役割

過度な自家用車への依存

公共交通の利用者が減少

公共交通事業者の経営悪化

公共交通のサービス

水準の低下

自家用車への更なる依存が進み、利用者が減少

公共交通の現状

◆公共交通の利便性の向上や
維持、利用促進に関する施策
を立案し、実施する。

◆市民、事業者、
公共交通事業
者等の理解を
深め、協力を得
るよう努める。
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あなたのまちの
公共交通を失うことに…?!

　コンビニエンスストアなど、近所への移動にも自家用車の利
用が増えており、自家用車への依存が高まっています。

　「豊橋市の公共交通をともに支え育む条例」を平成29年３月に制定しました。
　公共交通は私たちが豊かで快適に生活し、自由な交流をするための大切な手段です。そのような公共交通を“ともに支え育む”
とはどういうことでしょうか?
　まずは豊橋市の公共交通の現状について知ることから始めてみましょう。

自家用車依存の高まり

◆公共交通の維持及び活性化は、拠点を中心にまとまりのある市街地を形成する集約型都市
構造を交通面から実現するため、過度に自家用車に頼ることなく生活及び交流ができる都市
交通体系を構築することを基本として行わなければならない。

◆市、市民、事業者及び公共交通事業者は、将来にわたって安全で安心な公共交通を維持し、
及び活性化させることが集約型都市構造を交通面から実現するために必要不可欠であるとい
う認識の下、それぞれの責務又は役割を担い、及び相互に連携し、公共交通をともに支え育ま
なければならない。

移動の足を失ってしまったら、通勤、
通学、買物、通院等の日常生活に
必要な移動や気軽なおでかけがで
きなくなってしまうかもしれません。

　モータリゼーションの進展や自家用車への過度な依存、人口
減少などにより公共交通の利用者が減少しています。今後、利
用者が一層減少すると路線の存続や、現在のサービス水準の
維持が困難になることが予想されます。

　私たちの公共交通を存続させるためには、交通手段を自家用車に過度に依存している現状と、今後さらに依存
が進む傾向にあることを踏まえ、過度に自家用車に頼らないような意識へ変えていくことが必要です。
　また、今後の社会情勢の変化や公共交通事業者がおかれている厳しい経営状況を踏まえ、市、市民、事業者、
公共交通事業者が一体となって公共交通を維持・活性化させることが必要です。

　“ともに支え育む”とは、みんなで一緒に公共交通を維持・活性化することです。

公共交通利用者の減少

豊橋市の公共交通を
ともに支え育むとは

市民1人ひとりが公共交通への理解と関心を深め、
みんなで公共交通を維持・活性化させましょう！

負のスパイラルから　　　　　　　脱却するためには

　本市の公共交通に関わる市、市民、事業者、公共交通事業者がそれぞれの責務や役割を認識し、みんなで連携して交通面
からまちづくりを推進することにより、市民の大切な交通手段である公共交通を維持し、活性化していきます。

豊橋市の公共交通をともに支え
育むための私たちの役割

条例の基本理念

■ 公共交通利用者数の推移
ー 渥美線
ー 路面電車
ー 路線バス
ー 法人タクシー

◆公共交通への理解と関心を
深めるよう努める。

◆過度に自家用車に頼ることなく、公共交通
を積極的に利用するよう努める。

◆利用者等のニーズを把握し、効率的な
事業運営に反映させるよう努める。

◆公共交通の利便性を向上させるよう努める。

◆市、市民、事業者に対し公共
交通の利便性の向上に関
する情報を積極的に提供
することにより、その利用を
促進するよう努める。

市の責務 市民の役割

◆事業活動や従業員の通勤に公共交通
の利用を促進するように努める。

◆従業員に対し過度に自動車に頼らない
意識の変化を促すよう努める。

事業者の役割 公共交通事業者の責務

普段の
移動について

振り返ってみよう！

公共交通を使うと
健康にもよいね！

私たちの
役割

過度な自家用車への依存

公共交通の利用者が減少

公共交通事業者の経営悪化

公共交通のサービス

水準の低下

自家用車への更なる依存が進み、利用者が減少

公共交通の現状

◆公共交通の利便性の向上や
維持、利用促進に関する施策
を立案し、実施する。

◆市民、事業者、
公共交通事業
者等の理解を
深め、協力を得
るよう努める。
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豊橋市

みんなで豊橋市の公共交通を支え育んでいきましょう

豊橋市の公共交通をともに支え育む条例
平成29年3月29日条例第18号

　（目的）
第１条　この条例は、本市における公共交通に関する施策について、基本理念
及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに市、市民、事業者及び
公共交通事業者の責務等を明らかにすることにより、市、市民、事業者及び公
共交通事業者が、ともに都市交通体系の構築を推進し、もって公共交通の維
持及び活性化を図ることを目的とする。
　（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め
るところによる。
（1）　公共交通　市民の日常生活若しくは社会生活における移動又は本市
を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交通機関で
あって、公共交通事業者が本市の区域内において運行するものをいう。

（2）　市民　市内に居住、通勤又は通学をしている者をいう。
（3）　事業者　市内で事業を行う法人その他の団体又は事業を行う場合に
おける個人をいう。

（4）　公共交通事業者　事業者のうち、次に掲げる者をいう。
ア　軌道法（大正10年法律第76号）第４条に規定する軌道経営者
イ　道路運送法（昭和26年法律第183号）第９条第１項に規定する一般乗
合旅客自動車運送事業者（専ら高速自動車国道法（昭和32年法律第79
号）第４条第１項に規定する高速自動車国道を利用して、都市間の旅客の
運送を行うものを除く。）及び道路運送法第９条の３第１項に規定する一般
乗用旅客自動車運送事業者

ウ　鉄道事業法（昭和61年法律第92号）第７条第１項に規定する鉄道事業
者（旅客の運送を行うものに限る。）

　（基本理念）
第３条　公共交通の維持及び活性化は、拠点を中心にまとまりのある市街地を
形成する集約型都市構造を交通面から実現するため、過度に自家用車に頼る
ことなく生活及び交流ができる都市交通体系を構築することを基本として行わ
なければならない。

２　市、市民、事業者及び公共交通事業者は、将来にわたって安全で安心な公
共交通を維持し、及び活性化させることが集約型都市構造を交通面から実現
するために必要不可欠であるという認識の下、それぞれの責務又は役割を担
い、及び相互に連携し、公共交通をともに支え育まなければならない。
　（市の責務）
第４条　市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、市
民、事業者及び公共交通事業者の参画及び協働の下、公共交通の維持及
び活性化を可能とするまちづくりの推進を図るため、公共交通の利便性の向
上、維持及び利用促進に関する施策を立案し、実施するものとする。

２　市は、前項の施策を実施するに当たっては、市民、事業者、公共交通事業
者、周辺市町村及び公共交通事業者が組織する団体その他の関係機関の
理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めるものとする。
　（市民の役割）
第５条　市民は、基本理念にのっとり、公共交通への理解及び関心を深めるとと
もに、過度に自家用車に頼ることなく、公共交通を積極的に利用するよう努め
るものとする。

２　市民は、市、事業者及び公共交通事業者が実施する公共交通の維持及び
利用促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
　（事業者の役割）
第６条　事業者は、基本理念にのっとり、事業活動に伴う移動又は従業員の通
勤における公共交通の利用を促進するとともに、従業員に対し、過度に自動車
に頼らない意識の変化を促すよう努めるものとする。

２　事業者は、市、市民及び公共交通事業者が実施する公共交通の維持及び
利用促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
　（公共交通事業者の責務）
第７条　公共交通事業者は、基本理念にのっとり、市民及び事業者の意向を十
分に把握し、効率的な事業運営に反映させるよう努めるものとする。

２　公共交通事業者は、その社会的な役割を認識した上で、公共交通の利便性
を向上させるとともに、市、市民及び事業者に対し、公共交通の利便性の向上
に関する情報を積極的に提供することにより、その利用を促進するよう努める
ものとする。

３　公共交通事業者は、市、市民及び事業者が実施する公共交通の維持及び
利用促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
　（基本施策）
第８条　市は、市民、事業者及び公共交通事業者との連携により、次に掲げる
基本施策を推進しなければならない。
（1）　過度な自家用車の利用からの転換についての意識改革に関すること。
（2）　利便性が高く、機能的な公共交通ネットワークの形成に関すること。
（3）　公共交通の利用者が、安全かつ円滑で快適な乗降等を行うことができ
る環境の整備に関すること。

（4）　各公共交通間及び公共交通と自転車又は自家用車等が安全かつ円
滑で快適に乗換えできる環境の整備に関すること。

（5）　公共交通の運行が困難な地域における移動手段の確保に関すること。
（6）　公共交通に係る技術革新の調査及び導入に関すること。
（7）　まちづくりと連携した公共交通に係る施策の実施に関すること。
　（市職員の責務）
第９条　市職員は、業務に伴う移動又は通勤においては、過度に自動車に頼る
ことなく、公共交通を積極的に利用するよう努めるものとする。
　　　附　則
　この条例は、平成29年４月１日から施行する。

豊橋市の
公共交通を
ともに支え
育む条例

今、そして未来の公共交通を支えるのは私たちです。

平成29年6月
発行◉豊橋市
編集◉豊橋市都市計画部都市交通課
　　　〒440-8051　愛知県豊橋市今橋町1番地
　　　TEL：0532-51-2621　FAX：0532-56-5108
　　　E-mail：toshikotsu@city.toyohashi.lg.jp

※この冊子は、カラーユニバーサルデザインに対応しています。
※この冊子は、再生紙を使用しています。


